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ＭＺＤＪ００１型 
放水型スプリンクラー（ＮＨ１００）用 

視野角アダプター ガイドブック 

 
 
・ガイドブックをよくお読みのうえ、安全にお使いください。 

・いつでも使用できるように大切に保管してください。 
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安全上の注意 
・ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 
・ここに示した注意事項は設備を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防

止するためのものです。 
・危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定され

る内容を、「警告」，「注意」の 2つに区分しています。 
 

 

 

・お守りいただく内容を次の警告表示で表示しています。 

 危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 

 
禁止の行為を告げるものです。 

 
行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 

 

警 告 

 

一般的な注意事項 

 

専用の感知器以外には使用しない 
本製品は、ＦＤＣＪ００２－Ｄ－Ｘ専用です。異なる炎感知器を使用した場合、システムが正常に作動

しない原因となります。 

塗装をしない 
塗装によりスリットの寸法が変わり、炎感知器の監視範囲が変わるため、火災時に炎感知器が正常に作

動しない原因となります。 
最大監視範囲を超えて使用しない 
 警戒区域は炎感知器の最大監視範囲を超えないよう設定してください（P6 参照）。最大監視範囲を超え

て使用した場合、火災時に炎感知器が正常に作動しない原因となります。 

 

汚れや異物が付着した視野角アダプタ―は交換する 
 スリットの寸法が変わり、炎感知器の監視範囲が変わるため、火災時に炎感知器が正常に作動しない原

因となります。 

工事および点検は有資格者が実施する 

工事に関する注意事項 

 

本製品を取り付ける際は、炎感知器の取扱説明書および取付要領書（TN60051）を確認する 
 誤って取り付けた場合、誤作動などの原因となります。 

本製品は正しい場所に設置する 
スリットの形状は警戒区域ごとに異なります。警戒区域と異なる視野角アダプターを使用した場合は、

火災時に炎感知器が正常に作動しない原因となります。 

点検に関する注意事項 

 

マーキングにずれがないことを確認する 
 マーキングがずれていた場合、火災時に炎感知器が正常に作動しない原因となります。 

 

警 告 
取り扱いを誤った場合、使用者が重傷や障害を負うかまたは防災機能の一部に重大な悪影

響を及ぼすことが想定される場合。 

注 意 
取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負うかまたは防災機能に悪影響を及ぼす可能性が

ある場合、および、防災機能を長期にわたって有効に活用する上でぜひ守ってほしい事項。 
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１．概要 

視野角アダプターは、ＮＨ１００システムの消火専用感知器として使用される、赤外線式スポット型感知

器（炎感知器）に取り付けて使用します。 

視野角アダプターを取り付け、炎感知器の視野角を調整することで、下図のように監視範囲を制限するこ

とができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

視野角アダプター無し            視野角アダプター付き 
 

図１．炎感知器の監視範囲 
 

２．製品のご確認 

 製品に付属する取付要領書（TN60051）を参照のうえ、製品が揃っていることを確認してください。 
 
３．構造および作動説明 

 
(1) 構造 

 本機器は、カバーとベースで構成されており、スリット部は、設置条件（警戒区域、取付高さ、角度）

に応じた形状になっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２．視野角アダプター外観 
 

ベース 

カバー 

スリット部 
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(2) 作動説明（機能説明） 

 高天井部分において複数の警戒区域を設ける場合、炎感知器の監視範囲が隣接する他の警戒区域に大き

く入り込んでしまう場合があります。この場合、放水区域は炎感知器の監視範囲を全て包含する必要があ

るため、下図の様に警戒区域を大きくはみ出して放水する必要があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．視野角アダプターを使用しない場合の放水範囲（斜線部分）例 

 

 

 視野角アダプターを用いた場合、警戒区域に即した形に監視範囲を調整することができます。それによ

り、監視範囲が隣接する他の警戒区域に大きく入り込むことを防止し、放水区域を小さくすることができ

ます。その結果、放水量が削減され、配管の小口径化、ポンプ容量の削減が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４．視野角アダプターを使用した場合の放水範囲（斜線部分）例 
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４．設計要領 

 

(1) 監視範囲の設定 

隣接する区画の炎感知器の監視範囲は、0.5m 以上重複させる必要があります（図５ ①参照）。視野角

アダプターの監視誤差範囲は±0.5ｍであり、1m の誤差範囲があるため、監視誤差が－0.5m の場合におい

ても、境界線から隣接する区画側へ 0.5m の警戒区域の重複を確保できるように、視野角アダプター設計上

（製作上）の監視範囲を境界線から隣接する区画側へ 1m 重複させます。（図５ ②③④参照） 
また監視誤差が＋0.5ｍの場合が、監視誤差を含めた最大監視範囲となり、境界線から隣接する区画側へ

1.5ｍの部分となります。（図５ ⑤参照） 

 
 

図５．視野角アダプター適用時の警戒区域の設定方法 
 
 

炎感知器の取付高さおよび取付角度による有効警戒区域の一覧表を表１に示します。 
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表１．炎感知器の取付高さおよび取付角度による有効警戒区域 
   本表は、炎感知器の設置条件（取付高さ、角度）毎の、感知器が有効に火災を監視できる範囲を四辺形で示したものであり、表上段の数値以下の範囲内で視野角アダプターによる警戒区域の設定ができます。 
   ただし、隣接区画との境界部分は防護区画の境界線＋0.5m の部分までを最小監視範囲とする必要があるため、警戒区域を表下段の（ ）内に示す数値以下の範囲としてください※１ 

  取り付け高さ Ｈ（ｍ)  上段 Ｘ、下段 Ｙ 

H＝3 H＝4 H＝5 H＝6 H＝7 H＝8 H＝9 H＝10 H＝11 H＝12 H＝13 H＝14 H＝15 H＝16 H＝17 H＝18 H＝19 

取
り
付
け
角
度
θ
（
°
） 

０ 

X2～X1 
Y2～Y1 

－1.4～1.4 
－1.4～1.4 

－2.3～2.3 
－2.3～2.3 

－3.2～3.2 
－3.2～3.2 

－3.9～3.9 
－3.9～3.9 

－4.7～4.7 
－4.7～4.7 

－5.5～5.5 
－5.5～5.5 

－6.5～6.5 
－6.5～6.5 

－7.0～7.0 
－7.0～7.0 

－6.9～6.9 
－6.9～6.9 

－6.8～6.8 
－6.8～6.8 

－6.5～6.5 
－6.5～6.5 

－6.2～6.2 
－6.2～6.2 

－5.8～5.8 
－5.8～5.8 

－5.3～5.3 
－5.3～5.3 

－4.7～4.7 
－4.7～4.7 

－3.8～3.8 
－3.8～3.8 

－2.6～2.6 
－2.6～2.6 

（X2～X1） 
（Y2～Y1） 

(-0.9～0.9) 
(-0.9～0.9) 

(-1.8～1.8) 
(-1.8～1.8) 

(-2.7～2.7) 
(-2.7～2.7) 

(-3.4～3.4) 
(-3.4～3.4) 

(-4.2～4.2) 
(-4.2～4.2) 

(-5.0～5.0) 
(-5.0～5.0) 

(-6.0～6.0) 
(-6.0～6.0) 

(-6.5～6.5) 
(-6.5～6.5) 

(-6.4～6.4) 
(-6.4～6.4) 

(-6.3～6.3) 
(-6.3～6.3) 

(-6.0～6.0) 
(-6.0～6.0) 

(-5.7～5.7) 
(-5.7～5.7) 

(-5.3～5.3) 
(-5.3～5.3) 

(-4.8～4.8) 
(-4.8～4.8) 

(-4.2～4.2) 
(-4.2～4.2) 

(-3.3～3.3) 
(-3.3～3.3) 

(-2.1～2.1) 
(-2.1～2.1) 

１０ 

X2～X1 
Y2～Y1 

－0.7～2.4 
-1.5～1.5 

－1.0～3.9 
-2.25～2.25 

－2.0～5.4 
-3.0～3.0 

－2.8～7.2 
-3.3～3.3 

－3.5～8.7 
-4.0～4.0 

－3.9～9.8 
-5.0～5.0 

－5.0～10.0 
-5.0～5.0 

－5.9～10.2 
-5.0～5.0 

－7.0～10.2 
-5.0～5.0 

－7.0～10.3 
-4.0～4.0 

－6.7～10.2 
-4.0～4.0 

－6.1～9.5 
-4.0～4.0 

－5.4～8.9 
-4.0～4.0 

－4.6～8.0 
-4.0～4.0 

－3.7～7.3 
-3.5～3.5 

－2.5～6.1 
-3.0～3.0 

－0.4～4.3 
-2.5～2.5 

（X2～X1） 
（Y2～Y1） 

(-0.2～1.9) 
(-1.0～1.0) 

(-0.5～3.4) 
(-1.75～1.75) 

(-1.5～4.9) 
(-2.5～2.5) 

(-2.3～6.7) 
(-2.8～2.8) 

(-3.0～8.2) 
(-3.5～3.5) 

(-3.4～9.3) 
(-4.5～4.5) 

(-4.5～9.5) 
(-4.5～4.5) 

(-5.4～9.7) 
(-4.5～4.5) 

(-6.5～9.7) 
(-4.5～4.5) 

(-6.5～9.8) 
(-3.5～3.5) 

(-6.2～9.7) 
(-3.5～3.5) 

(-5.6～9.0) 
(-3.5～3.5) 

(-4.9～8.4) 
(-3.5～3.5) 

(-4.1～7.5) 
(-3.5～3.5) 

(-3.2～6.8) 
(-3.0～3.0) 

(-2.0～5.6) 
(-2.5～2.5) 

(0.1～3.8) 
(2.0～2.0) 

２０ 

X2～X1 
Y2～Y1 

－0.3～4.2 
-1.5～1.5 

－0.5～6.5 
-2.5～2.5 

－1.1～9.2 
-3.0～3.0 

－1.1～11.4 
-4.0～4.0 

－1.6～11.5 
-4.5～4.5 

－2.4～11.6 
-4.5～4.5 

－3.3～12.0 
-4.5～4.5 

－3.6～11.5 
-5.0～5.0 

－5.2～11.8 
-5.0～5.0 

－5.5～12.1 
-4.0～4.0 

－4.9～11.4 
-4.0～4.0 

－4.3～10.9 
-4.0～4.0 

－3.5～10.2 
-4.0～4.0 

－2.8～9.6 
-3.5～3.5 

－1.4～8.4 
-3.5～3.5 

0～7.2 
-2.25～2.25  

 （X2～X1） 
（Y2～Y1） 

(0.2～3.7) 
(-1.0～1.0) 

(0.0～6.0) 
(-2.0～2.0) 

(-0.6～8.7) 
(-2.5～2.5) 

(-0.6～10.9) 
(-3.5～3.5) 

(-1.1～11.0) 
(-4.0～4.0) 

(-1.9～11.1) 
(-4.0～4.0) 

(-2.8～11.0) 
(-4.0～4.0) 

(-3.1～11.0) 
(-4.5～4.5) 

(-4.7～11.3) 
(-4.5～4.5) 

(-5.0～11.6) 
(-3.5～3.5) 

(-4.4～10.9) 
(-3.5～3.5) 

(-3.8～10.4) 
(-3.5～3.5) 

(-3.0～9.7) 
(-3.5～3.5) 

(-2.3～9.1) 
(-3.0～3.0) 

(-0.9～7.9) 
(-3.0～3.0) 

(0.5～6.7) 
(-2.5～2.5) 

３０ 

X2～X1 
Y2～Y1 

0～9.5 
-1.5～1.5 

0～12.7 
-2.75～2.75 

0～12.9 
-3.3～3.3 

0～12.9 
-4.2～4.2 

－0.5～13.1 
-4.5～4.5 

－1.4～13.6 
-4.0～4.0 

－1.6～13.5 
-4.5～4.5 

－1.7～13.0 
-5.0～5.0 

－3.1～13.5 
-4.5～4.5 

－3.7～13.5 
-4.0～4.0 

－3.7～13.2 
-4.0～4.0 

－3.4～13.0 
-3.5～3.5 

－1.6～11.5 
-3.5～3.5 

－0.4～10.4 
-3.5～3.5  

 
 
 

 
 （X2～X1） 

（Y2～Y1） 
(0.5～9.0) 
(-1.0～1.0) 

(0.5～12.2) 
(-2.25～2.25) 

(0.5～12.4) 
(-2.8～2.8) 

(0.5～12.4) 
(-3.7～3.7) 

(0.0～12.6) 
(-4.0～4.0) 

(-0.9～13.1) 
(-3.5～3.5) 

(-1.1～13.0) 
(-4.0～4.0) 

(-1.2～12.5) 
(-4.5～4.5) 

(-2.6～13.0) 
(-4.0～4.0) 

(-3.2～13.0) 
(-3.5～3.5) 

(-3.2～12.7) 
(-3.5～3.5) 

(-2.9～12.5) 
(-3.0～3.0) 

(-1.1～11.0) 
(-3.0～3.0) 

(0.1～9.9) 
(-3.0～3.0) 

４０ 

X2～X1 
Y2～Y1 

2.0～13.5 
-3.0～3.0 

0～13.4 
-2.95～2.95 

0～14.9 
-2.3～2.3 

0～15.2 
-2.8～2.8 

0～15.2 
-3.5～3.5 

0～15.1 
-4.0～4.0 

0～15.2 
-4.0～4.0 

0～14.5 
-5.0～5.0 

－1.3～14.3 
-4.5～4.5 

－1.5～14.1 
-4.0～4.0 

－1.3～13.8 
-3.5～3.5 

 
※１  取付高さ６ｍ、角度０°の場合の最大警戒区域 

（X2～X1） 
（Y2～Y1） 

(2.5～13.0) 
(-2.5～2.5) 

(0.5～12.9) 
(-2.45～2.45) 

(0.5～14.4) 
(-1.8～1.8) 

(0.5～14.7) 
(-2.3～2.3) 

(0.5～14.7) 
(-3.0～3.0) 

(0.5～14.6) 
(-3.5～3.5) 

(0.5～14.7) 
(-3.5～3.5) 

(0.5～14.0) 
(-4.5～4.5) 

(-0.8～13.8) 
(-4.0～4.0) 

(-1.0～13.6) 
(-3.5～3.5) 

(-0.8～13.3) 
(-3.0～3.0) 

５０ 

X2～X1 
Y2～Y1 

3.2～15.0 
-4.0～4.0 

2.2～15.7 
-4.0～4.0 

1.7～16.1 
-4.0～4.0 

1.7～16.1 
-4.5～4.5 

1.4～16.2 
-4.5～4.5 

1.2～14.9 
-4.5～4.5 

0.9～16.2 
-4.5～4.5 

0.8～15.8 
-4.5～4.5 

   
（X2～X1） 
（Y2～Y1） 

(3.7～14.5) 
(-3.5～3.5) 

(2.7～15.2) 
(-3.5～3.5) 

(2.2～15.6) 
(-3.5～3.5) 

(2.2～15.6) 
(-4.0～4.0) 

(1.9～15.7) 
(-4.0～4.0) 

(1.7～14.4) 
(-4.0～4.0) 

(1.4～15.7) 
(-4.0～4.0) 

(1.3～15.3) 
(-4.0～4.0) 

６０ 

X2～X1 
Y2～Y1 

3.2～16.5 
-4.0～4.0 

2.4～17.2 
-4.0～4.0 

2.6～17.1 
-4.5～4.5 

2.5～17.2 
-4.5～4.5 

2.4～17.2 
-4.5～4.5 

2.4～17.0 
-4.5～4.5 

2.4～16.7 
-4.5～4.5 

2.5～16.3 
-4.5～4.5 

   
（X2～X1） 
（Y2～Y1） 

(3.7～16.0) 
(-3.5～3.5) 

(2.9～16.7) 
(-3.5～3.5) 

(3.1～16.6) 
(-4.0～4.0) 

(3.0～16.7) 
(-4.0～4.0) 

(2.9～16.7) 
(-4.0～4.0) 

(2.9～16.5) 
(-4.0～4.0) 

(2.9～16.2) 
(-4.0～4.0) 

(3.0～15.8) 
(-4.0～4.0) 

７０ 

X2～X1 
Y2～Y1 

3.7～17.5 
-4.5～4.5 

3.2～17.9 
-4.5～4.5 

3.6～17.5 
-5.0～5.0 

3.3～17.8 
-4.5～4.5 

3.5～17.6 
-4.5～4.5 

3.7～17.2 
-4.5～4.5 

     
（X2～X1） 
（Y2～Y1） 

(4.2～17.0) 
(-4.0～4.0) 

(3.7～17.4) 
(-4.0～4.0) 

(4.1～17.0) 
(-4.5～4.5) 

(3.8～17.3) 
(-4.0～4.0) 

(4.0～17.1) 
(-4.0～4.0) 

(4.2～16.7) 
(-4.0～4.0) 

８０ 

X2～X1 
Y2～Y1 

4.0～18.2 
-4.5～4.5 

3.8～18.3 
-4.5～4.5 

4.3～17.8 
-5.0～5.0 

        
（X2～X1） 
（Y2～Y1） 

(4.5～17.7) 
(-4.0～4.0) 

(4.3～17.8) 
(-4.0～4.0) 

(4.8～17.3) 
(-4.5～4.5) 

注１）取付高さが整数以外の場合は、当該取付高さ前後の整数値の表から読み取った、いずれか大きいほうのＸ、Ｙ値の範囲で、かつ、炎感知器の監視範囲を超えない範囲の四辺形としてください。※２ 
注２）表中のＸおよびＹは、それぞれ次の寸法を示す。 

Ｘ：炎感知器が有効に感知できる距離、Ｙ：炎感知器が有効に感知できる幅 
・取り付け角度 ０°（天井取り付け）の場合               ・取り付け角度 ０°以外（壁面取り付け）の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

θ

警戒区域 

※２ 取付高さ７．５ｍ、角度０°の場合の警戒区域の考え方 
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(2) 放水区域の設定 

視野角アダプター適用時の放水区域は、図６に示すように視野角アダプターの監視誤差を含めた最大監

視範囲を有効放水範囲で包含する必要があります。（最大監視範囲は、境界線＋1.5m です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６．視野角アダプター適用時の放水区域の設定方法 

 

 

(3) 視野角アダプター適用時のシステム設計具体例 

  （炎感知器の監視範囲を有効放水範囲で包含） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７．炎感知器および放水型ヘッドを天井設置する場合の例 
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図８．炎感知器は天井設置、放水型ヘッドは壁面設置する場合の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９．炎感知器は壁面設置、放水型ヘッドは天井設置する場合の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１０．炎感知器および放水型ヘッドを壁面設置する場合の例 
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５．工事 

(1) 取付 

   視野角アダプターの取付は、製品に付属される取付要領書（TN60051）を参照してください。 

 

(2) 試験 

 設置工事完了時に、視野角アダプターの監視誤差範囲内の任意の位置で火皿（1 辺が 33cm の正方形火

皿）により、監視範囲が申請仕様通りに設定されていることを確認します。 

 

 下図の場合は、炎感知器 A に対し、視野角アダプターの監視誤差範囲の任意の位置（ハッチング部）

に火皿を設置・点火し※、炎感知器 A が作動することを確認します。作動確認後は、他の警戒区域につい

ても同様に試験を実施します。 

※火皿に水約 2 リットル、ｎ－ヘプタン 0.3 リットル注入し、点火装置を使用して点火する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１．監視範囲確認方法 火皿設置例 

 

(3) 試験後の措置 

   試験後は、取付要領書（TN60051）の「４．取付方法・壁面取付時」、「５．取付方法・天井取付時」

を参照のうえ、自在取付台の接着剤による固定（壁面取付時のみ）および点検用のマーキングを行って

ください。 
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６．保守点検 

定期点検時は、設置工事完了時に施したマーキングにずれがないことを目視確認することで、監視範囲

が設置工事完了時の状態で維持されていることを確認します。 

 

７．仕様 

型式名称 ＭＺＤＪ００１ 

適用感知器 ＦＤＣＪ００２－Ｄ－Ｘ 

材質 ＰＣ系樹脂 

質量 約１８０ｇ 
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ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 〒163-0455 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 ２ 丁 目 １ 番 １ 号 （ 新 宿 三 井 ビ ル デ ィ ン グ ５ ５ 階 ） (03)3343-1815
CS 設 備 本 部 〒104-0028 東京都中央区八重洲２丁目２番１号東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー８階 (03)6281-6831

支 社

北 海 道 支 社 〒001-0013 札 幌 市 北 区 北 １ ３ 条 西 １ 丁 目 ２ 番 ２ １ 号 (011)746-6911
東 北 支 社 〒980-0014 仙 台 市 青 葉 区 本 町 １ 丁 目 ２ 番 ２ ０ 号 （ KDX 仙 台 ビ ル 8 階 ） (022)221-2695
新 潟 支 社 〒950-0088 新 潟 市 中 央 区 万 代 ３ 丁 目 ６ 番 ８ 号 (025)243-8121
丸 の 内 支 社 〒100-0006 東 京 都 千 代 田 区 有 楽 町 １ 丁 目 ７ 番 １ 号 ( 有 楽 町 電 気 ﾋ ﾞ ﾙ 南 館 １ ３ 階 ) (03)3213-1781
茨 城 支 社 〒310-0845 水 戸 市 吉 沢 町 ３ ０ ７ 番 １ 号 (029)239-5280
千 葉 支 社 〒260-0821 千 葉 市 中 央 区 若 草 １ 丁 目 ２ 番 １ ２ 号 (043)266-0303
北 関 東 支 社 〒331-0802 さ い た ま 市 北 区 本 郷 町 ２ ７ ２ (048)669-2255
西 関 東 支 社 〒192-0082 八 王 子 市 東 町 ２ 丁 目 １ ２ 番 （ 京 王 八 王 子 東 町 ビ ル ３ 階 ） (042)643-1520
横 浜 支 社 〒220-6209 横 浜 市 西 区 み な と み ら い ２ 丁 目 ３ 番 ５ 号 ( ｸ ｨ ｰ ﾝ ｽ ﾞ ﾀ ﾜ ｰ Ｃ ９ 階 ) (045)682-4700
長 野 支 社 〒380-0034 長 野 県 長 野 市 大 字 高 田 １ ３ ５ ３ － ３ (026)227-5521
静 岡 支 社 〒420-0813 静 岡 県 静 岡 市 葵 区 長 沼 二 丁 目 １ ６ 番 １ ０ 号 (054)340-0013
中 部 支 社 〒450-0003 名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 南 一 丁 目 ２ ４ 番 ３ ０ 号 （ 名 古 屋 三 井 ビ ル 本 館 ３ 階 ） (052)589-3241
北 陸 支 社 〒920-0806 金 沢 市 神 宮 寺 ２ 丁 目 １ ０ 番 ５ 号 (076)252-6211
関 西 支 社 〒564-0052 吹 田 市 広 芝 町 ７ 番 １ ３ 号 (06)6330-8661
京 都 支 社 〒601-8468 京 都 市 南 区 唐 橋 西 平 垣 町 ７ 番 地 ２ (075)694-1192
中 国 支 社 〒732-0044 広 島 市 東 区 矢 賀 新 町 ４ 丁 目 ５ 番 ２ ６ 号 (082)510-1125
岡 山 支 社 〒700-0973 岡 山 県 岡 山 市 南 区 下 中 野 １ ４ ０ ６ － １ ５ (086)244-4222
九 州 支 社 〒810-0022 福 岡 県 福 岡 市 中 央 区 薬 院 二 丁 目 ５ 番 ７ 号 (092)712-1560

営 業 所

旭 川 営 業 所 〒070-0039 旭 川 市 ９ 条 通 １ ３ 丁 目 ２ ４ 番 地 ２ ７ ０ (0166)25-5600
青 森 営 業 所 〒030-0113 青 森 市 第 二 問 屋 町 １ 丁 目 ７ 番 ２ 号 (017)729-0532
盛 岡 営 業 所 〒020-0133 盛 岡 市 青 山 ２ 丁 目 ２ ０ 番 ５ 号 (019)645-0552
秋 田 営 業 所 〒011-0901 秋 田 市 寺 内 字 イ サ ノ ９ ８ 番 １ 号 (018)862-5086
郡 山 営 業 所 〒963-8843 郡 山 市 字 川 向 １ ２ ８ 番 地 (024)947-1194
福 島 営 業 所 〒960-8071 福 島 市 東 中 央 ３ 丁 目 ４ ５ 番 １ 号 (024)528-4195
羽 田 営 業 所 〒144-0041 東京都大田区羽田空港３丁目３番２号 私書箱３号(第１旅客ターミナルビル１階) (03)5757-9393
渋 谷 営 業 所 〒150-0036 東 京 都 渋 谷 区 南 平 台 町 ２ 番 １ ７ 号 ( 日 交 渋 谷 南 平 台 ビ ル ２ 階 ) (03)3461-1051
新 宿 営 業 所 〒163-1010 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 三 丁 目 ７ 番 １ 号 新 宿 パ ー ク タ ワ ー １ ０ 階 (03)5590-5770
城 東 営 業 所 〒130-0012 東 京 都 墨 田 区 太 平 ２ 丁 目 ８ 番 １ １ 号 斉 征 錦 糸 町 ビ ル ８ 階 (03)3626-2461
五 反 田 営 業 所 〒141-0031 東 京 都 品 川 区 西 五 反 田 １ 丁 目 ２ ９ 番 １ 号 （ コ イ ズ ミ ビ ル ３ F ） (03)3779-9737
埼 玉 西 営 業 所 〒350-1123 埼 玉 県 川 越 市 脇 田 本 町 １ ７ － ５ 三 井 住 友 海 上 川 越 ビ ル ６ 階 (049)247-4640
土 浦 営 業 所 〒300-0037 土 浦 市 桜 町 ４ 丁 目 ３ 番 １ ８ 号 （ 土 浦 ブ リ ッ ク ビ ル ２ 階 ） (029)822-3851
宇 都 宮 営 業 所 〒321-0945 宇 都 宮 市 宿 郷 ２ 丁 目 ７ 番 １ ６ 号 ( メ ゾ ン 千 秀 １ 階 ) (028)637-4317
群 馬 営 業 所 〒370-0046 高 崎 市 江 木 町 １ ７ １ ６ 番 地 (027)328-1567
沼 津 営 業 所 〒410-0311 沼 津 市 原 町 二 丁 目 ３ － ２ ０ (055)955-5227
浜 松 営 業 所 〒430-0901 静 岡 県 浜 松 市 中 央 区 曳 馬 6 丁 目 23 番 地 16( モ リ シ ョ ウ 第 1 ビ ル 301 号 ) (053)473-3422
三 重 営 業 所 〒514-0007 津 市 大 谷 町 １ ８ １ 番 地 ( 津 駅 西 ビ ル ) (059)226-9860
富 山 営 業 所 〒930-0845 富 山 市 綾 田 町 １ 丁 目 １ ５ 番 １ ３ 号 (076)444-1450
福 井 営 業 所 〒910-0021 福 井 市 乾 徳 ３ 丁 目 ８ 番 ２ ５ 号 (0776)21-0056
岐 阜 営 業 所 〒500-8381 岐 阜 県 岐 阜 市 市 橋 4 丁 目 6 番 7 号 (058)201-3771
神 戸 営 業 所 〒650-0021 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区 三 宮 町 2-5-1 三 宮 ハ ー ト ビ ル 8 階 (078)334-3581
四 国 営 業 所 〒761-8075 高 松 市 多 肥 下 町 １ ５ １ ６ 番 地 １ (087)868-6811
北 九 州 営 業 所 〒803-0836 北 九 州 市 小 倉 北 区 中 井 ２ 丁 目 ２ 番 ４ 号 (093)583-3344
長 崎 営 業 所 〒852-8114 長 崎 市 橋 口 町 １ ２ 番 １ ２ 号 ( プ ロ ミ ネ ン ス 安 武 １ 階 ) (095)845-0135
大 分 営 業 所 〒870-0856 大 分 県 大 分 市 畑 中 ２ 丁 目 ８ 番 ５ ６ 号 (097)543-2778
熊 本 営 業 所 〒862-0910 熊 本 市 東 区 健 軍 本 町 ４ - １ ０ (096)360-1051
宮 崎 営 業 所 〒880-0841 宮 崎 市 吉 村 町 北 原 甲 １ ４ ３ ９ 番 ６ (0985)28-8792
鹿 児 島 営 業 所 〒890-0046 鹿 児 島 市 西 田 ２ 丁 目 ７ 番 ６ 号 ( ス カ イ ビ ル ) (099)253-8196
沖 縄 営 業 所 〒900-0003 那 覇 市 安 謝 １ 丁 目 ２ ３ 番 ８ 号 ( ㈱ オ カ ノ 内 ) (098)862-4297

記載内容は2025年3月末現在のものです

支社・営業所連絡先一覧

能美防災株式会社

URL：http://www.nohmi.co.jp/

　　TEL：(03)3265-0211




